
 

 

 

・ネットワーク会議の開催、構成機関の連携調整 

・消費者被害防止にかかる情報、構成機関への提供（緊急情報含む） 

・研修会の実施（講師派遣含む）など取組みへの支援 

・消費者安全確保地域協議会に関する情報収集（取組事例や最新情報等） 

愛媛県 

（事務局：県民生活課） 

・市町単位の構成団体、支店等との調整 

（市町が設置する場合等の連絡窓口を明確にする） 

・上記構成員等への情報の伝達、啓発チラシ等の配布 

・構成機関における消費者被害防止に向けた取組み 

県ネットワーク構成機関の役割 

県消費生活センター 

地方局総務県民課 

障がい福祉課 

長寿介護課 

社会教育課 

市町協議会 
事務局 

市町消費者行政担当課 

市町消費生活相談窓口 

市町 
警 察 

地域関係団体 
（老人クラブ、防犯協会等） 

司法関係団体 
（弁護士会、司法書士会等） 

金融機関関係団体（愛媛県銀行協会等） 

・流通（コンビニエンスストア） 

愛媛県消費者被害防止見守り推進ネットワークの体制イメージ 

構成員 構成員 

構成員 

構成員 上部組織 

下部組織 

情報共有 

ネットワーク内で情報共有 

＋ 

市町協議会 

未構成員 

市町協議会 

未構成員 

店舗での被害発見
（おそれ）の通報

は、警察 チラシの設置/活用
した声かけ、被害
（発見）の通報 

構成員 福祉関係団体 
（ホームヘルパー協会、 

社会福祉協議会等） 


